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第５回伯耆町ガソリン等購入助成券配布事業（事業者支援）実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この告示は、制度上、ガソリン価格等の高騰分を介護報酬等へ価格転嫁できない

介護サービス事業者及び障害福祉サービス事業者（以下「事業者」という。）を支援す

ることで、地域の在宅介護体制の維持を図り、町民生活の安全安心の確保につなげるこ

とを目的とし、第５回ガソリン等購入助成券（以下「助成券」という。）の交付等につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 取引 助成券が対価の弁済手段として使用される物品の購入をいう。 

(２) 取扱店 取引を行い、受け取った助成券の換金を申し出ることができる事業者と

して登録された者をいう。 

(３) 介護サービス事業者 別表に掲げる介護保険法（平成９年法律第 123 号）に規定す

る介護サービスを提供している事業所を運営する法人又は個人事業主をいう。 

(４) 障害福祉サービス事業者 別表に掲げる障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）及び児童福祉法（昭和 22 年法律第

164 号）に規定する障害福祉サービスを提供している事業所を運営する法人又は個人事

業主をいう。 

（交付対象者） 

第３条 助成券の交付対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、伯耆町内に事業

所又は営業所を有する事業者で、次の各号の全てを満たすものとする。 

(１) 令和５年 11 月１日時点で別表に掲げる事業又はサービス（以下「対象事業等」

という。）に必要な許可等を有し、申請日時点において伯耆町内で事業等を継続して

いること。 

(２) 交付申請後においても、事業等を継続する意思があること。 

(３) 伯耆町の町税に滞納がないこと。 

２ 前項に該当する場合においても、町長が不適当と認める者は除くものとする。 

（対象車両） 

第４条 助成券の交付の対象とする車両（以下「対象車両」という。）は、交付対象者が

営む事業等の用に供するため、所有又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借

用している車両（二輪を除く。）であって、次の各号の全てを満たすものとする。 

(１) 自動車検査証において使用の本拠の位置が伯耆町内である登録車両 

(２) 別表に掲げる対象事業等の区分に応じ、それぞれに定める車両 

（助成券の額） 

第５条 交付する助成券は、対象車両１台につき２万円分とし、１事業者当たり 20万円

分を上限とする。 
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２ 助成券１枚当たりの券面記載の金額は 1,000 円とし、20 枚を１組（冊）として交付す

る。 

（交付申請） 

第６条 助成券の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、町長が定める

日までに、第５回伯耆町ガソリン等購入助成券（事業用）交付申請書（様式第 1号）に

次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

(１) 第５回伯耆町ガソリン等購入助成券（事業用）交付対象車両確認書（以下「対象

車両確認書」という。） 

(２) 対象事業等の営業に必要な許認可証（許可証、届出書、指定通知書等）の写し 

(３) 対象車両の車検証（自動車検査証）の写し 

(４) その他町長が必要と認める書類 

２ 助成券の申請は、１事業者１回限りとする。 

（交付決定） 

第７条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査

し、助成券の交付を決定したときは、第５回伯耆町ガソリン等購入助成券（事業用）交

付決定通知書（様式第２号）（以下「交付決定通知書」という。）により、申請者に通

知するものとする。 

２ 前項の審査の結果、助成券の交付が不適当と認めたときは、理由を付して第５回伯耆

町ガソリン等購入助成券（事業用）不交付決定通知書（様式第３号）により、申請者に

通知するものとする。 

（助成券の交付） 

第８条 前条第１項の規定による通知を受けた者（以下「交付決定事業者」という。）

は、町が指定する場所へ交付決定通知書を持参し、助成券を受領するものとする。 

２ 前項の助成券の受領の際に、交付決定事業者は、第５回伯耆町ガソリン等購入助成券

（事業用）受領書（様式第４号）を提出するものとする。 

（助成券の使用範囲等） 

第９条 助成券は、交付決定事業者と取扱店との取引においてのみ使用することができ

る。 

２ 助成券で購入できる物品は、ガソリン及び軽油とし、給油する車両は、対象車両確認

書に記載された車両に限る。 

３ 取引に使用された助成券の券面金額の合計額が取引の対価を上回るときは、助成券の

使用者に対し、当該対価を上回る額に相当する金銭の支払いは行わないものとする。 

（助成券の使用期間） 

第 10 条 取扱店において助成券を使用することができる期間は、助成券を受け取った日か

ら令和６年８月 31日までの間とする。 

２ 交付決定事業者が助成券を受理した後に紛失及び盗難された助成券の効力は無効とす

る。また、再発行も認めない。 
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（交付決定の取消し） 

第 11 条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成券の交付の

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により助成券の交付を受けたとき。 

(２) 法令及びこの告示の規定に違反したとき。 

（助成券の返還） 

第 12 条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成券を

交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を求めることができる。た

だし、町長が特に認める場合はこの限りでない。 

２ 助成券が既に使用されている場合は、助成券の返還に変えて相当額を返還させること

ができる。 

（報告及び検査） 

第 13 条 町長は、助成券の交付事務の適正かつ円滑な実施を図るため、交付決定事業者

に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができるものとする。 

２ 交付決定者は、この助成券に関する書類を交付を受けた日の属する年度の翌年度４月

１日から起算して５年間整備保管しなければならない。 

（実績報告） 

第 14 条 交付決定事業者は、助成券の使用完了後 20 日以内に第５回伯耆町ガソリン等購

入助成券（事業用）使用実績報告書（様式第５号）を町長に提出しなければならない。 

２ 前項の提出の際に、未使用の助成券がある場合は、当該助成券を添付しなければなら

ない。 

（取扱店の登録等） 

第 15 条 取扱店の登録、取扱店の責務及び助成券の換金については、第５回伯耆町ガソ

リン等購入助成券配布事業（生活支援）実施要綱（令和５年伯耆町告示第 号）に定め

るとおりとする。 

（他の補助金等との重複の禁止） 

第 16 条 対象事業等に関して、町の制度による他の補助又は補償を受けている場合は、

本事業の対象外とする。 

（その他） 

第 17 条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和６年 10月 31 日限り、その効力を失う。ただし、第 11 条、第 12 条

及び第 13 条の規定は、同日後もなおその効力を有する。 
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別表（第２条、第３条、第４条関係） 

対象事業・サービス 対象車両 

介護サー

ビス事業

（介護予

防を含

む。） 

通
所
系 

通所介護 

通所リハビリテーション 

地域密着型通所介護 

認知症対応型通所介護 

短期入所生活介護 

短期入所療養介護 

小規模多機能型居宅介護 

複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 

介護予防・日常生活支援総合事業のうち、事業所指定を受

けている「通所型サービス（第 1 号通所事業）」 

対象サービス

を提供するた

めに、利用者

の送迎又は利

用者宅への訪

問に使用して

いる車両

（※） 

訪
問
系 

訪問介護 

訪問入浴介護 

訪問看護 

訪問リハビリテーション 

居宅療養管理指導 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

夜間対応型訪問介護 

居宅介護支援 

介護予防・日常生活支援総合事業のうち、事業所指定を受

けている「訪問型サービス（第 1 号訪問事業）」及び「介

護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）」 

障害福祉

サービス

事業 

通
所
系 

療養介護 

生活介護 

自立訓練（機能訓練、生活訓練） 

就労移行支援 

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型） 

就労定着支援 

自立生活援助 

児童発達支援 

医療型児童発達支援 

放課後等デイサービス 

短期入所 

訪
問
系 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

行動援護 

居宅訪問型児童発達支援 

保育所等訪問支援 

相談支援（地域移行、地域定着、計画相談、障がい児相

談） 

（※）同一車両を複数のサービスで使用している場合は、主たるサービスの車両として取

り扱う。 


